
（平成２２年６月３０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認岡山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

岡山厚生年金 事案 904 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係るＡ社Ｂ事業所における資格取得日は昭和 21年 11

月 22 日、資格喪失日は 22 年４月 10 日であると認められることから、当該期

間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

なお、昭和 21 年 11 月から 22 年３月までの標準報酬月額については 510 円

とすることが妥当である。 

また、申立期間③に係るＣ社における資格取得日は昭和 22年４月 20日、資

格喪失日は 23 年１月８日であると認められることから、当該期間に係る厚生

年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

なお、申立期間③の標準報酬月額については、昭和 22 年４月及び同年５月

を 180円、同年６月から同年 12月までを 500円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 19年４月から 20年８月 15 日まで 

         ② 昭和 21年 11月 22 日から 22年４月 10日まで 

                  ③ 昭和 22年４月 20日から 23年１月８日まで 

申立期間①については、私の父が懇意にしていたＤ社（現在は、Ｅ社）の

人事部長の紹介により、昭和 19 年４月に同社に入社し、終戦の 20 年８月

15 日まで勤務していたが、厚生年金保険被保険者記録が無く、納得できな

い。 

申立期間②については、Ａ社Ｂ事業所で部品の管理事務をしていたが、厚

生年金保険被保険者記録が無く、納得できない。 

申立期間③については、Ｃ社（後にＦ社に名称変更）でトラックの運転手

として勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者記録が無く、

納得できない。 

 

 



                      

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ社Ｂ事業所に係る厚生年金保険被保険者台帳から、申立人と同姓同名で

あり、かつ、生年月日の年月までが同じである者が昭和 21 年 11 月 22 日に

同事業所における厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認

できる。 

  また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人が名前を

挙げた同僚の被保険者記録が確認でき、申立人が同事業所に勤務していたこ

とが推認できる。 

  さらに、申立人は、Ａ社を退職した経緯について、「Ｃ社に勤務していた

同僚に誘われて転職を決め、Ａ社を辞めた 10 日後の昭和 22 年４月 20 日に

Ｃ社に入社した。」と具体的に供述しており、その内容に不自然さはみられ

ない。 

これらを総合的に判断すると、申立人と同姓同名の者のＡ社における記録

は申立人に係るものであると推認でき、同事業所の事業主は、申立人が昭和

21年 11 月 22日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、22年４月 10日に

資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められ

る。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、厚生年金保険被保険者台帳

の記録から、510円とすることが妥当である。 

２ Ｃ社に係る厚生年金保険被保険者台帳から、申立人と同姓同名であり、か

つ、生年月日の年月まで同じである者が昭和 22年４月 20日に同事業所にお

ける厚生年金保険の被保険者資格を取得し、23 年１月８日に資格を喪失し

ていることが確認できる。 

また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人と同姓

同名であり、かつ、生年月日の年月まで同じである者が昭和 22 年４月 20

日に同事業所における厚生年金保険の被保険者資格を取得し、23 年１月８

日に資格を喪失していることが確認できる。 

さらに、申立人は、「Ｃ社に勤務していた同僚に誘われて転職を決め、Ａ

社を辞めた 10 日後の昭和 22 年４月 20 日にＣ社に入社し、この同僚と一緒

に同社を退職し、二人で事業を始めた。」と供述しているところ、上記被保

険者名簿に当該同僚の被保険者記録が確認でき、申立人の供述どおり、当該

同僚は、昭和 23年１月８日にＣ社における被保険者資格を喪失している。 

これらを総合的に判断すると、申立人と同姓同名の者のＣ社における記録

は申立人に係るものであると推認でき、同事業所の事業主は、申立人が昭和

22年４月 20日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、23年１月８日に資

格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 



                      

  

なお、申立期間③の標準報酬月額については、厚生年金保険被保険者台帳

の記録から、昭和 22 年４月及び同年５月を 180 円、同年６月から同年 12

月までを 500円とすることが妥当である。 

３ Ｇ社Ｈ工場（変更日は不明であるが、後にＤ社に名称変更）に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿に申立人が名前を挙げたその上司の被保険者

記録があることから、勤務期間は特定できないが、申立人が同事業所に勤務

していたことが推認できる。 

  しかしながら、昭和 19 年４月１日にＧ社Ｈ工場における厚生年金保険の

被保険者資格を取得した 219人のうち、連絡が取れた 16人は、「申立人を知

らない。」と回答しており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついての証言が得られなかった。 

  また、Ｅ社は、申立期間当時の書類を保存しておらず、申立人に係る勤務

実態及び厚生年金保険の加入、保険料控除について確認できない。 

  さらに、Ｇ社のＨ工場、Ｉ工場及びＪ工場のそれぞれに係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿に申立人の記録は無い。 

  このほか、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料が事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い上、申立てに

係る事実を推認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①の厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 907 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、平成８年 10 月１日で

あると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失

日に係る記録を訂正することが必要である。 

 なお、平成８年２月から同年９月までの標準報酬月額については 56 万円と

することが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ：平成８年２月１日から同年 10月１日まで  

昭和 63年 11月から平成８年９月末までＡ社に勤務し、厚生年金保険料を

給与から控除されていたが、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無く、納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録から、申立人が昭和 54年４月１日から平成８年９月 30

日までＡ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録及び健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知

書から、申立人のＡ社における被保険者資格の喪失日は、当初、平成８年 10

月１日であったものが、同事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった

同年９月 30 日の後の同年 10 月８日に取り消され、再度、同月 22 日に現行の

記録（平成８年２月１日資格喪失）にさかのぼって訂正されていることが確認

できる。 

また、Ａ社の元監査役は、「申立人は、申立期間当時、同事業所の取締役で

あったが、経営には関わっておらず一般従業員と同じく設計の業務について

おり、社会保険関係の手続にも関与していない。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、Ａ社の事業主は、申立人の資格喪失日を平

成８年２月１日とする合理的な理由はなく、当該処理に係る記録は有効なも

のと認められないことから、申立人の資格喪失日は、記録訂正前の同年 10月

１日であると認められる。 



                      

  

なお、平成８年２月から同年９月までの標準報酬月額については、訂正処

理が行われる前の社会保険事務所（当時）の記録から、56 万円とすることが

妥当である。 

 

 



岡山国民年金 事案 728 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年４月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 55年４月から平成２年３月まで 

    私と元夫の免除されていた昭和 55 年４月から平成２年３月までの国民年

金保険料を平成元年 11 月ごろと２年３月ごろの２回に分けて町の職員に現

金で支払った。同職員は２回目の追納保険料を支払ったときに１回目に支払

った追納保険料に係る領収書を持ってきたが、ノート半分くらいの市販され

ているような領収書に手書きで金額を記入したものであった。また、２回目

の支払に係る領収書は水道料金や国民健康保険料を支払ったときに渡され

る薄っぺらのＢ６判くらいの紙に、その場で支払った金額を書いて渡された。 

    平成 20年９月に送付されたねんきん特別便では、追納したはずの昭和 55

年４月から平成２年３月までの記録が免除のままになっていた。その期間の

国民年金保険料を間違いなく追納したので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成元年 11 月ごろと２年３月ごろの２回に分けて、当時申立人

が居住していた町（現在は市）の職員に免除されていた国民年金保険料を納付

（追納）したと主張するが、国民年金保険料の追納は、制度上、市町村が取り

扱うことはできず、同市も追納に係る国民年金保険料を収納することはなかっ

たと回答している上、申立期間の国民年金保険料を滞納していた水道料金と一

緒に納付したとする町の職員が水道料金の収納を担当する課に配属されたの

は３年８月であり、元年 11 月ごろと２年３月ごろに町の職員に支払ったとす

る申立人の主張には不自然な点が見受けられる。 

また、納付した国民年金保険額についての申立人の記憶は曖昧
あいまい

である上、上

記の町職員は既に死亡しており、事情を聴取することはできない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料



（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料が納付さ

れていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



岡山国民年金 事案 729 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年４月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ： 昭和 55年４月から平成２年３月まで 

    元妻が私と元妻の免除されていた昭和 55 年４月から平成２年３月までの

国民年金保険料を平成元年 11 月ごろと２年３月ごろの２回に分けて町の職

員に現金で支払った。同職員は２回目の追納保険料を支払ったときに１回目

に支払った追納保険料に係る領収書を持ってきたが、ノート半分くらいの市

販されているような領収書に手書きで金額を記入したものであった。また、

２回目の支払に係る領収書は水道料金や国民健康保険料を支払ったときに

渡される薄っぺらのＢ６判くらいの紙に、その場で支払った金額を書いて渡

された。 

    平成 20年９月に送付されたねんきん特別便では、追納したはずの昭和 55

年４月から平成２年３月までの記録が免除のままになっていた。その期間の

国民年金保険料を間違いなく追納したので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その元妻が平成元年 11 月ごろと２年３月ごろの２回に分けて、

申立人が居住する町（現在は市）の職員に免除されていた国民年金保険料を納

付（追納）したと主張するが、国民年金保険料の追納は、制度上、市町村が取

り扱うことはできず、同市も追納に係る国民年金保険料を収納することはなか

ったと回答している上、申立期間の国民年金保険料を滞納していた水道料金と

一緒に納付したとする町の職員が水道料金の収納を担当する課に配属された

のは３年８月であり、元年 11 月ごろと２年３月ごろに町の職員に支払ったと

する申立人の主張には不自然な点が見受けられる。 

また、申立人は国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、納付していた

とする申立人の元妻の国民年金保険額についての記憶は曖昧
あいまい

である上、上記の



町職員は既に死亡しており、事情を聴取することはできない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料が納付さ

れていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



岡山国民年金 事案 730 （事案 469の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年２月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間  ： 昭和 62年２月から平成２年３月まで 

20 歳になったころ母親から「国民年金に加入し国民年金保険料を納付し

ていた。」と聞いていたので、記録の訂正を求めたが認められなかった。 

その後、新たな資料や情報は無いが、納得できないので再度申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の母親が国民年金保険料を納

付したことを示す関連資料は無いこと、ⅱ）申立人に国民年金手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情が見当たらないこと、ⅲ）申立てに

係る国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の母親の記

憶は曖昧
あいまい

であることなどから、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年３月５

日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、その母親が申立てに係る国民年金の加入手続を行い、保険

料を納付したと主張して、再度、申し立てているが、それを裏付ける新たな資

料、証言等は無く、ほかに当委員会の当初の決定を変更すべき事情も見当たら

ないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



岡山国民年金 事案 731（事案 189の再申立て） 

  

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和63年10月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間  ： 昭和 63年 10月から平成３年３月まで 

20 歳になったころ母親から「国民年金に加入し国民年金保険料を納付し

ていた。」と聞いていたので、記録の訂正を求めたが認められなかった。 

その後、新たな資料や情報は無いが、納得できないので再度申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の母親が国民年金保険料を納

付したことを示す関連資料は無いこと、ⅱ）申立人の国民年金手帳記号番号は

申立期間後の平成３年４月に払い出されており、別の国民年金手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も無いこと、ⅲ）申立てに係る国民

年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の母親の記憶は曖昧
あいまい

であることなどから、既に当委員会の決定に基づく 20 年８月７日付け年金記

録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、その母親が申立てに係る国民年金の加入手続を行い、保険

料を納付したと主張して、再度、申し立てているが、それを裏付ける新たな資

料、証言等は無く、ほかに当委員会の当初の決定を変更すべき事情も見当たら

ないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



岡山国民年金 事案 732 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 12 月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間  ： 昭和 48年 12月から 49年３月まで 

20歳になる前から父親が「20歳になったら国民年金保険料を支払わない

といけない。」と言っていたのを記憶しており、その後も父親から「お前の

ことはきちんとしている。」と言われていた。就職した会社から指示され、

年金手帳を父親から受け取って会社に提出したことを記憶している。会社を

辞めた後も年金手帳を父親に渡し、父親が国民年金の加入手続を行い、私が

結婚するまで国民年金保険料を支払ってくれていた。今持っている年金手帳

は再交付の手帳だが、国民年金の「はじめて被保険者となった日」は、昭和

48年＊月＊日となっており、父親はその時点で加入し、申立期間の国民年金

保険料を必ず支払っているはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の所持する年金手帳の国民年金の「はじめて被保険者となった日」は、

申立人が 20歳に達した昭和 48年＊月＊日となっている。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53年９月 19日に払

い出されていることが確認でき、申立人はこのころに国民年金に加入したもの

と推認されるところ、申立期間当時、学生であった申立人は、国民年金の任意

加入の対象者であり、48 年 12 月にさかのぼって国民年金に加入することはで

きず、上記の年金手帳の「はじめて被保険者となった日」欄に記載されている

日付けは誤りであると考えられる。このことは、申立人が所持する年金手帳の

「国民年金の記録」欄における「被保険者となった日」欄の記録が、昭和 53

年９月 20 日に訂正されていること、及び年金事務所が保管している特殊台帳

に記載されている資格取得年月日も同日に訂正されていることからも推認で

き、これらのことを踏まえると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付



することができなかったと考えられ、別の国民年金手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、こ

れを行ったとする申立人の父親から聴取しても、国民年金に加入し、申立期間

の国民年金保険料を納付していたことをうかがえる具体的な証言は得られな

い。 

さらに、申立人の国民年金保険料が納付されていたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料が納付されて

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 905 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月１日から 60年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間の給料月額は 30万円ないし 35万円ぐらいだっ

たが、社会保険庁（当時）の記録にある標準報酬月額は実際の給料月額より

かなり少なくなっているので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立てに係る事業所の事業主への照会を希望しておらず、申立内

容についての関連資料等を確認できない。 

また、申立人が名前を覚えている同僚及び申立人と同時期に厚生年金保険

の被保険者資格を取得した同僚 23 人のうちの回答があった４人は、自分の年

金記録に間違いは無いと証言しているほか、オンライン記録における申立人の

標準報酬月額と同僚のそれとを比べても、申立人の標準報酬月額のみが低額で

あるとは認められない上、申立人の標準報酬月額がさかのぼって訂正された形

跡は見当たらない。 

さらに、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料が控除されていたとうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 906 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく船員保険

料及び厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年 11月 29日から 60年３月１日まで 

昭和 48 年 10 月１日から 60 年３月１日までＡ社に勤務した。昭和 54 年

10月１日から 58年４月１日までは陸上勤務をしていたが、それ以外の期間

は船舶に乗っていた。「ねんきん定期便」を受け取り、初めて気付いたが、

日本年金機構に記録されている標準報酬月額及び保険料控除額は、実際の給

与月額及び保険料控除額より低い額になっており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬

月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であり、記録の訂正等を行う場

合は、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人が所持している給与明細書から、申立期間のうち、昭和 51 年 12 月、

52 年１月、同年３月、同年４月、同年 10 月、同年 11 月、53 年９月及び同年

10 月については、申立人が主張するとおり、申立人の報酬月額に見合う標準

報酬月額はオンライン記録上のそれよりも高額であることが確認できるもの

の、この給与明細書から確認できる船員保険料控除額に見合う標準報酬月額は、

オンライン記録上の標準報酬月額と一致している。 

また、申立てに係る事業所が保存している船員保険被保険者票に記録されて

いる申立人の標準報酬月額は、オンライン記録上のそれと一致しており、同事

業所の社会保険の担当者は、「申立人が主張している保険料額ではなく、船員

保険被保険者票に記載されている保険料額を控除して、社会保険事務所（当時）



                      

  

に納付している。」と回答している。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚の船員保険に係る標準報酬月額も申立人

のそれと同額となっており、申立てに係る事業所の船員保険被保険者名簿から

申立人と同じ職種と思われるＢ及びＣ（計５人）の船員保険に係る標準報酬月

額も年齢及び入社年月日によって若干の違いはみられるが、申立人のそれとほ

ぼ同額となっている上、上記の同僚は、「Ａ社の年金記録を確認したが、特に

不自然と思われるものは無かった。」と証言している。 

加えて、申立期間のうち、給与明細書が保管されている上記の期間を除く期

間については、資料が保存されておらず、申立人に係る報酬月額、保険料の控

除額は確認できない。 

なお、オンライン記録において、申立人に係る申立期間の標準報酬月額が同

僚のそれと比べ低額であるとは認められない上、さかのぼって記録が訂正され

た形跡も見当たらない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料が控除されていたと推認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に相当する厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 908 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： ① 昭和 37年７月から 38年 11月まで 

         ② 昭和 44年 11月 28 日から 46年 11月 26日まで 

給与明細書等の資料は無く、控除されていた保険料額の記憶もないが、

申立期間①においてＡ社Ｂ支店に、申立期間②においてＣ社に、それぞれ

正社員として勤務していたので、この期間の年金記録が無いことに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人がＡ社に入社したとする時期と同時期に同社における厚生年金保

険の被保険者資格を取得している従業員 20人のうち連絡がとれた 14 人は、

申立人を知らないと証言しており、同社における申立人の勤務実態が確認で

きない。 

また、申立人は、厚生年金保険料の控除を確認できる給与明細書等の資料

を所持していない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立期間①に係

る申立人の記録は無く、健康保険整理番号の欠番も無い。 

２ Ｃ社は昭和 44 年 11 月 28 日付けで厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っており、同日に被保険者資格を喪失している申立人の当時の同僚は、申立

人と一緒に退職したと証言している。 

また、申立人は、厚生年金保険料の控除を確認できる給与明細書等の資料

を所持していない。 

さらに、別の同僚は、勤務期間の途中でＣ社の名称がＤ社（事業主は、Ｃ

社の事業主と同じ。）に変更されたと証言しているが、Ｃ社及びＤ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立期間に係る申立人の記録は無く、



                      

  

健康保険整理番号の欠番も無い。 

  このほか、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料が事業主により給与か

ら控除されていたことを推認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 909 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ： ① 昭和 29年９月から 30年 11 月１日まで 

           ② 昭和 31年１月 31日から 32年４月１日まで 

昭和 29年９月ころから 32年３月末までＡ社Ｂ事業所において、Ｃの検査

の手伝いを行っていたのに、途中の２か月間しか厚生年金保険の加入記録が

無いことに納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社（当時）の業務を引き継いだＤ社が保管する申立人に係る臨時職員の

採用関係文書から、申立人が、申立期間中に臨時職員（補助員）として、Ａ

社Ｂ事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社における厚生年金保険の被保険者 20人のうち連絡の取

れた 11人は、「申立人のことを知らない。」と回答しており、Ａ社Ｂ事業所に

勤務していた職員一人も、「申立人の勤務期間及び保険料控除については知ら

ない。」と証言している。 

また、Ｄ社では、申立期間に係る保険料控除を確認できる賃金台帳等の資

料を保管していない。 

さらに、申立人が所持する厚生年金保険被保険者証の「初めて資格を取得

した年月日」欄には、昭和 30年 11月１日と記載されている。 

加えて、申立期間におけるＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

に申立人の記録は無く、健康保険整理番号の欠番も無い。 

このほか、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料が事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い上、申立てに

係る事実を推認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



                      

  

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 910（事案 332の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 25年３月１日から 28年９月１日まで 

昭和 25年３月ごろにＡ社の社長から社会保険に加入したい者は申込みを

するように言われて、同僚と一緒に加入した。 

同僚には厚生年金保険の加入記録があるのに、自分に無いのは納得でき

ないとして、記録の訂正を求めたが、申立期間の一部（昭和 28年９月１日

から 29年２月１日まで）しか認められなかった。 

その後、新たに同僚二人の名前を思い出したので、再度、申立期間につ

いて、記録の訂正を申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当初の申立期間（昭和 25年２月から 29年２月１日まで）のうち、加入記録

の訂正が行われた期間（昭和 28年９月１日から 29年２月１日まで）を除く昭

和 25年２月から 28年８月までの期間に係る申立てについては、当時の事務員

（現在は会長）の証言から、申立人が厚生年金保険の被保険者として取り扱わ

れなかったことがうかがえるとして、既に当委員会の決定に基づき、平成 21

年４月 30日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、新たに同僚二人の名前を挙げているが、このうち、連絡の

取れた同僚は、申立てに係る事業所における被保険者記録は無い上、申立人が

申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたかどうか

は知らないと証言している。 

このほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情もないことから、申

立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 911 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年８月１日から 48年７月１日まで 

年金特別便を見て、昭和 37年８月１日に夫（死亡）の船員保険の資格が

切れていることを知った。夫は昭和 27年から 48年６月末くらいまで船員と

して働いており、Ａ船でＤ国へも行っていた。Ｂ社という会社の名前を憶え

ているので調べてほしい。 

(注) 申立ては、死亡した申立人の妻が申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、その夫が勤務していた事業所の名称、所在地等を記憶してい

ない上、申立人の当時の同僚の氏名等を覚えておらず、申立人の勤務状況等に

ついて確認できない。 

また、申立人の妻が記憶している「Ｂ社」は、船員保険の適用事業所として

の記録が見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間中も昭和 37 年７月まで勤務していたＣ社に引

き続き勤務していたと申し立てているが、申立人が勤務していたことを示す記

録は見当たらない。 

このほか、申立人に係る申立期間の船員保険料が事業主により給与から控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い上、申立てに係る事実

を推認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として申立期間の船員保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 912 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年 11月 23 日から 32年５月１日まで 

         ② 昭和 32年 12月 20 日から 33年９月１日まで 

昭和 31 年 11 月 23 日から 33 年８月末日までＡ社に勤務していたにもか

かわらず、申立期間の加入記録がないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人の当時の同僚の証言から、期間は特定でき

ないが、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、同社における厚生年金保険被保険者資格の取得日（昭和

32年５月１日）が申立人のそれと同じである同僚５人のうちの二人は、「私

は実際には昭和 32 年３月ころから勤務していた。」旨を証言しており、31

年２月１日に同資格を取得している従業員は、「同時期に６人も従業員が増

えたことはなかった。そのため、事業主は、採用した従業員がある程度まと

まった人数になるごとに被保険者資格の取得届を出していたと思う。」と証

言しており、申立てに係る事業所の事業主は、必ずしもすべての従業員を採

用と同時に厚生年金保険に加入させていたわけではないと推認できる。 

２ 申立期間②について、申立人の当時の同僚の証言から、期間は特定できな

いが、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 32 年 12 月 20 日

に法人解散に伴い厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間

②については適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、申立人は、申立期間当時、厚生年金保険料が給与から控除されてい

たことは覚えておらず、同僚からもそのことについての証言は得られなかっ

た。 

  



                      

  

３ このほか、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料が事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い上、申

立てに係る事実を推認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間の厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 


